
埼玉県自転車競技開催業務委託に関する基本契約書（案） 

 

 

 埼玉県（以下「甲」という。）と      （以下「乙」という。）は、次のとおり基

本契約を締結する。 

（目的） 

第１条 甲は、自転車競技法（昭和２３年法律第２０９号）第３条の規定に基づき、自転

車競技開催業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。 

（定義） 

第２条 この契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）自転車競技開催業務 本場開催業務及び場外開催業務をいう（以下「開催業務」と

いう。）。 

（２）本場開催業務 甲が大宮双輪場及び西武園競輪場において開催する自転車競技（以

下「競輪」という。）における勝者投票券（以下「車券」という。）の発売等の業務及

び競輪の実施に関する業務をいう。 

（３）場外開催業務 甲が甲以外の競輪施行者から委託され、臨時場外車券売場を設置す

る競輪（以下「場外開催」という。）における車券の発売等の業務をいう。 

（４）委託料 第７条第１項で規定する、甲から乙に年度終了後に最終的に支払われるべ

き開催業務委託に係る料金をいう。 

（５）概算委託料 車券売上金額（車券発売金額から返還金を控除した金額をいう。以下

同じ。）の見込みに基づき算定された見込みの委託料をいう。 

（６）委託料等 委託料及び概算委託料の総称をいう。 

（７）年次契約書 第８条で規定する契約を証する契約書をいう。 

（委託期間） 

第３条 この契約の期間は、令和９年４月１日から令和１４年３月３１日までとする。な

お、本契約が契約の始期までに締結されない場合において、甲、乙双方の協議により当

該始期から契約締結時までに行われた行為は、本契約に基づくものとして取り扱う。 

（実施場所） 

第４条 甲が乙に開催業務を行わせる場所は、次のとおりとする。 

（１）名称  大宮公園陸上競技場兼双輪場（以下「大宮双輪場」という。）  

   所在地 さいたま市大宮区高鼻町４ 大宮公園内 

（２）名称  西武園競輪場 

   所在地 所沢市荒幡１２１５ 

（業務内容） 

第５条 乙が実施する開催業務の内容は、年次契約書における埼玉県自転車競技開催業務委

託仕様書（以下「仕様書」という。）による。 

（業務の基本方針） 

第６条 乙は、開催業務の実施にあたっては、法令等を遵守するとともに、仕様書に基づ

き、最も効率的に運営するものとする。 



２ 乙は、第１３条第１項第１号に掲げる事業実施計画書及び同項第２号に掲げる開催業

務計画書に基づき、適正かつ誠実に開催業務を行うものとする。 

（委託料等） 

第７条 委託料の金額は、各事業年度の歳出予算の範囲内で、事業収入を表す別表１の各

項の合計額から施行者が負担すべき費用を表す別表２の各項の合計額及び施行者収益を

表す別表３の各項の合計額を控除した額（消費税及び地方消費税を含む）とする。 

２ 別表２の１４に定める各項目の合計額は、１３５,０００,０００円とする。 

３ 概算委託料については、年次契約書で定める。また、甲は、乙に対して次項の方法に

より概算委託料の支払いを行い、年度終了後に年次契約書に定められた方法で委託料の

精算を行うものとする。 

４ 前項の概算委託料の支払いにあたっては概算払いができるものとし、その範囲及び方

法等については年次契約書で定めるものとする。 

５ 別表２に掲げる各項目については、第１項で定める委託料の計算にあたり、支出の当

該年度の算出方式を採用する。ただし、甲と乙とで協議の上、別に定めた場合は、その

定めによる。 

６ 制度改正のほか甲の経営努力等により別表２に掲げる費用が削減された場合、当該削

減相当額は原則として甲の収益とする。 

（年次契約の締結） 

第８条 甲及び乙は、この基本契約に基づき事業年度ごとに開催業務委託に関する年次契

約を締結し、次の事項を定める。 

（１）業務仕様 

（２）概算委託料の額及び委託料の精算方法 

（３）契約保証金 

（４）その他、甲と乙とで協議により定めた事項 

（委託料等の変更の協議） 

第９条 甲又は乙は、この契約の期間中、第７条第５項に該当する場合を除くほか、委託

料等が不適当と認めるときは、相手方に対して通知をもって委託料等の変更の協議を申

し出ることができるものとする。 

２ 乙は、別表１の各項の合計額の増加を伴わず制度改正や物価・人件費高騰、感染症対

策など甲の責めに帰さない理由により、別表２に掲げる費用が増大した場合には、その

負担割合について甲に協議を申し出ることができるものとする。 

３ 甲又は乙は、第１項及び第２項に定める申出を受けた場合は、速やかに協議に応じな

ければならない。 

４ 第１項及び第２項に定める協議によって決定された事項については、年次契約書に定

める委託料の精算において調整するものとする。 

（甲の収益条件） 

第１０条 乙は、甲に対し、各事業年度において、本場開催の車券売上額（以下「売上額」

という。）に応じて、次の割合の収益を確保しなければならない。 

  売上額の１，０００分の   

２ 乙は、甲に対し、各事業年度において、場外開催の売上額に応じて、次の割合の収益

を確保しなければならない。 



  売上額の１，０００分の   

３ 前２項の規定にかかわらず、乙は、甲に対し、各事業年度において、最低  億円の

収益を保証しなければならない。 

４ 第１項の規定にかかわらず、特別競輪や各種協賛競輪など施行者の努力により通常と

異なる開催を誘致できた場合には、当該開催における甲への収益条件の上乗せについて

都度埼玉県と協議を行うものとする。 

５ 第７条及び第９条に基づき計算する委託料が各事業年度において２５億円（消費税及

び地方消費税を除く）を超える場合はその超過分の２分の１を甲の収益として取り扱う

ものとする。 

（公金の取扱） 

第１１条 乙は、開催業務にあたり取り扱う公金を、その内容を示す計算書を添えて甲の

指定する期日までに、基本契約書第４条に定める実施場所等から甲が指定する口座へ送

金処理を行うか、又は、同条に定める実施場所等において、甲が指定する金融機関に速

やかに引き渡さなければならない。 

２ 前項のほか、公金の取扱に関しては、乙は、善良なる管理者の注意をもって実施しな

ければならない。 

（場外開催業務） 

第１２条 場外開催においては、この契約書において委託する開催業務に準じて、乙が業

務を実施するものとする。 

２ 場外開催を行うにあたっては、甲は、当該場外開催を主催する甲以外の競輪施行者と

協議を行い、臨時場外車券売場の設置の決定を行う。その上で甲は、当該場外開催を主

催する甲以外の競輪施行者と業務委託契約を締結し、甲が委託された業務の一部を乙に

再委託するものとする。 

（報告及び調査等） 

第１３条 乙は、開催業務を実施するにあたり、次の各号に掲げる書類を当該各号に定め

る期日までに、甲に提出する。 

（１）事業実施計画書 各事業年度の上半期及び下半期のそれぞれで甲が指定する日 

（２）開催業務計画書 本場開催の各節ごとに甲が指定する日 

（３）業務実施報告書 本場開催の各節最終日が属する月の翌月１０日 

（４）精算報告書 年次契約書で定める日 

（５）事業実施報告書 各事業年度の３月３１日 

２ 事業実施計画書に関して、甲が上半期及び下半期ごとに作成する開催計画の内容が決

定し次第、甲は乙にその内容を伝える。 

３ 業務実施報告書において、乙は当該開催業務の実施状況及び開催業務中に発生した事

象等を甲に報告する。なお、各年３月に実施される開催業務に係る業務実施報告書につ

いては、乙は、当該事業年度の３月３１日までに甲に提出する。 

４ 開催業務の適正な履行を確保するために甲が必要があると認めるときは、乙に対し、

開催業務の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は乙の事務所に立ち入り、

業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査することができる。 

５ 前項の場合、甲の求める理由が正当であると乙が認めるときは、開催業務に係る範囲

内において乙は甲の指示に従わなければならない。 



（審査及び受領） 

第１４条 甲は、乙から業務実施報告書が提出された時は、記載事項に不備がなく、事業

実施計画書及び開催業務計画書に照らして業務実施報告書の内容が適正であるかを速や

かに審査し、乙に対して速やかにその結果を通知しなければならない。 

２ 甲は、前項の審査の結果、業務実施報告書の記載事項に不備がある場合は、速やかに

当該不備を乙に提示しなければならない。乙は、甲により提示された不備に関し、当該

業務実施報告書を修正し、甲が指定する期日までに甲に提出しなければならない。 

３ 乙は、甲による審査の結果に関し、疑義又は異議のあるときは、遅滞なく甲にその旨

を申し出る。 

４ 甲は、審査の結果、事業実施計画書及び開催業務計画書に基づく当該業務の履行がな

されていないと認められる場合は、甲と乙とで協議の上、当該業務に係る未履行部分に

相当する額を算定し、年次契約書に定める委託料の精算においてこれを調整するものと

する。 

（従事者の通知） 

第１５条 乙は、開催業務に従事する者の中から、総括責任者、総括副責任者及び第１１

条に規定する本場開催にかかる公金の取扱にかかる責任者（以下「公金取扱責任者」とい

う。）を選任し、甲に通知しなければならない。ただし、総括責任者及び総括副責任者は、

公金取扱責任者を兼ねることができる。 

２ 総括責任者及び総括副責任者は、大宮双輪場及び西武園競輪場の両場が同時に開催を

行う場合、各場について分担して開催業務を総括する。 

３ 乙は、甲が大宮双輪場及び西武園競輪場の両場で同時に開催を行う場合、公金取扱責

任者を各場について個別に選任しなければならない。 

４ 乙は、総括責任者、総括副責任者及び公金取扱責任者に変更がある場合には、速やか

に甲に通知しなければならない。 

（施設等の使用） 

第１６条 甲は、この契約の期間中、甲が所有又は借用する競走場及び駐車場その他の施

設、設備等（以下「施設等」という。）を、その設置目的に従い、開催業務の実施に必要

な範囲内において無償で乙に使用させるものとする。 

２ 乙は、施設等を開催業務以外の目的に使用してはならない。 

３ 乙は、施設等を使用するときは、善良なる管理者の注意をもってこれを使用、管理し

なければならない。 

４ 乙は、乙が開催業務を実施するために施設等の修繕及び原状の変更が必要となったと

きは、甲と乙とで協議の上、大宮双輪場においては埼玉県大宮公園事務所、西武園競輪

場においては西武レクリエーション株式会社に申請することとする。ただし、前記申請

を必要としない軽微な原状の変更については、甲の承認を得て、乙が実施することとし、

これにかかる費用は原則として乙の負担とする。 

５ 乙は、この契約の終了時、施設等を、自己の負担で、この契約の締結時を基準として

原状回復（この契約の期間の経過相応の損耗を除く）し、速やかに甲に引き渡さなけれ

ばならない。ただし、原状に復さないことについて甲の承認を得たときは、別途甲の定

める状態で甲に引き渡すことができる。 

（備品等の使用） 



第１７条 甲は、この契約の期間中、第４条に定める開催業務の実施場所において、甲が

所有又は借用する備品を、無償で乙に使用させるものとする。乙はこれら備品を善良な

る管理者の注意をもって使用するとともに、常に良好な状態を保つものとし、乙の使用

にかかる維持管理、修繕及び取替に要する費用については、原則として乙が直接負担す

るものとする。 

２ 乙が前項の善良なる管理者の注意を怠った結果、前項に定める備品が開催業務の実施

の用に供することができなくなった場合、乙は、甲との協議により、自己の費用で当該

物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。 

３ 前２項の場合において、乙が取替、購入又は調達した備品の所有権については、乙の

所有権として定めるものとする。 

４ 第１項に定める備品以外で、乙が開催業務を実施するために必要とする備品及び消耗

品については、乙が自己の負担で購入するものとする。 

５ 乙は、この契約の終了時、第１項に定める備品については、甲又は甲が指定する第三

者に対して引き継がなければならない。前項に定める備品については、原則として乙が

自己の責任と費用で撤去するものとする。ただし、いずれの場合においても、甲と乙が

別段の合意をした場合は、その合意内容によるものとする。 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第１８条 乙は、この契約によって生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させては

ならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときは、この限りではない。 

（再委託） 

第１９条 乙は、開催業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならな

い。ただし、あらかじめ甲の承諾を得て開催業務の一部を第三者に委託し、又は請け負

わせる場合（以下「再委託」という。）は、この限りではない。 

２ 乙が、前項の再委託を行おうとする場合、次に掲げる者を相手方として委託すること

はできない。その者を役員とする法人についても、同様とする。 

（１）自転車競技法施行規則（平成１４年経済産業省令第９７号）第３条第２項各号に該

当する者 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定により

一般競争入札への参加を制限される者及び同条第２項第１号から第６号に該当する者 

（３）埼玉県から現に指名停止を受けている者 

（４）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て、又は会社更生法（平成１

４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は手形交換

所の取引停止処分がなされている者 

（５）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。）  

（６）暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構

成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」という。）の

統制下にある法人等  

（７）その代表者等（法人にあってはその役員（非常勤を含む。）及び経営に事実上参加し

ている者を、その他の団体にあってはその代表者及び運営に事実上参加している者をい



う。）が暴力団の構成員等である法人等 

３ 甲が乙に対して再委託を承諾した後、再委託の相手方について前項に掲げる事由が判

明した場合又は新たに生じた場合、甲はその承諾を取り消すことができる。 

４ 再委託の相手方に対する管理監督は、乙の責任においてこれを行うものとする。 

（県内中小企業者への配慮） 

第２０条 乙は、開催業務の執行にあたり、次のとおり県内中小企業者への配慮に留意す

るものとする。 

（１）前条第１項の再委託を行おうとする場合、県内中小企業者の受注機会の増大に努め

ること。 

（２）物品の調達等を行おうとする場合、県内中小企業者が製造又は加工した物品の利用

の推進に努めること。 

（暴力団員等からの不当な要求の報告） 

第２１条 乙は、乙又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に

当たり、暴力団員又は暴力団関係者（暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は

関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同

じ。）から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通

報（次項において「報告等」という。）をしなければならない。 

２ 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は

暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じな

ければならない。 

（事業者調査への協力） 

第２２条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたとき

は、甲は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し（甲に関する部

分に限る。）の提出について、協力を要請することができる。 

（秘密の保持） 

第２３条 乙は、開催業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開

されていない事項を第三者へ漏らし、又は開催業務以外の目的に使用してはならない。

委託期間にかかわらず、その期間終了後においても同様とする。 

２ 甲は、開催業務の実施によって知り得た秘密及び乙の業務事務等で一般に公開されて

いない事項を第三者へ漏らし、又は開催業務以外の目的に使用してはならない。委託期

間にかかわらず、その期間終了後においても同様とする。 

（個人情報の保護） 

第２４条 乙は、開催業務を行うに際して入手した個人に関する情報（以下「個人情報」

という。）の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」によらなければならな

い。 

２ 甲は、開催業務を行うに際して乙より入手した個人情報の取り扱いについては、善良

な管理者の注意をもって保管及び管理し、乙の承認がある場合を除き、開催業務以外の

目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間にかかわらず、

その期間終了後においても同様とする。 

（検査） 

第２５条 甲は、競輪に関する不正な行為について乙が関与する謀議の情報を入手したと



きで、競輪の公正又は安全を確保するために必要があると認めるときは、乙に対し、開

催業務の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、乙の事務所

に立ち入らせ、業務の状況若しくは帳簿書類または、これに準じる書類を検査させるこ

とができる。 

（契約解除） 

第２６条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただ

し、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に

照らして軽微であるときは、この限りでない。 

（１）正当な理由なく受託した業務に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。 

（２）履行期間内に受託した業務が完了しないとき又は完了する見込みがないと認められ 

  るとき。 

（３）前各号に掲げる場合のほか、この契約の義務を履行しないとき。 

２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を書面で乙に通知し、この

契約を解除することができる。 

（１）自転車競技法施行規則（平成１４年経済産業省令第９７号）第３条第２項各号に該

当したとき。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定により

一般競争入札への参加を制限されたとき、又は同条第２項第１号から第６号に該当し

たとき。 

（３）埼玉県から指名停止を受けたとき。 

（４）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て、又は会社更生法（平成１

４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は手形交換

所の取引停止処分がなされたとき。 

（５）警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第４条の規定に基づく警備業の認定の取消

を受けたとき、又は認定証の有効期間を満了し、その更新を受けないとき。 

（６）関係法令、規則又はこの契約に違反するなど、契約の履行が不可能となったとき。 

（７）この契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（８）契約の締結及び履行に関し乙に不正の行為があったと認められるとき。 

（９）天災、天候その他の正当な理由に基づく甲との合意がある場合を除き、乙が指定の

期日に開催業務を行わないとき。 

（１０）前号を除くほか、乙が契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みが

ないと明らかに認められるとき。 

（１１）乙の経営状況が著しく悪化するなど、開催業務に重大な支障が生じたとき。 

（１２）乙の責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したとき。 

（１３）乙（乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号におい

て同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員

又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号に

おいて同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律



第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると

認められるとき。 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定

する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認

められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められると

き。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

ると認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 

カ 再委託契約その他の契約（以下「再委託契約等」という。）に当たり、その相手

方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結

したと認められるとき。 

キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としてい

た場合（カに該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除

を求め、乙がこれに従わなかったとき。 

３ 前２項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、年次契約書の定める概

算委託料の１００分の１０に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払

わなければならない。 

４ 前項の場合において、年次契約書の規定に基づいて契約保証金の納付又はこれに代わ

る担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって、違約金

に充当することができる。 

５ 前２項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超えるとき

は、乙は、その超過分を甲の請求に基づき速やかに甲に支払わなければならない。 

６ 第１項及び第２項の規定により、この契約が解除された場合において、解除により乙

に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。 

７ 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を書面で甲に通知し、この

契約を解除することができる。 

（１）関係法令、規則又はこの契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能とな

ったとき。 

（２）甲の責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したとき。 

８ 甲が、甲の意思により競輪事業から撤退するときは、甲と乙とで協議の上、この契約 

を解除するものとする。 

（履行遅滞） 

第２７条 甲は、乙の責めに帰すべき事由により、乙にこの契約の履行遅滞があったとき

は、年次契約書に定める概算委託料のうち履行遅滞部分に相当する額を甲と乙とで協議

の上算定し、遅滞日数に応じ、当該相当額に年次契約書で定める違約金率の割合を乗じ

て計算した金額を違約金として徴収する。ただし、当該違約金の総額が１００円に満た



ないときは、その額を徴収しない。 

２ 甲の責めに帰すべき事由により、委託料等の支払が遅れた場合は、乙は、その遅延日 

数に応じ、未受領金額に年次契約書で定める違約金率の割合を乗じて計算した額の遅延

利息の支払を甲に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が１００円に満たな

いときは、甲は、これを支払うことを要しないものとし、その額に１００円に満たない

端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 

（損害賠償） 

第２８条 乙は、開催業務の実施にあたって、乙の責めに帰すべき事由により、甲に損害

を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他不可抗力に

よる損害と認められるときは、この限りではない。 

２ 前項の損害賠償の範囲、金額、方法等については、その都度、甲と乙とで協議の上決

定する。 

３ 乙は、第２６条第１項及び第２項の規定により契約が解除されたときは、甲にその損

害賠償を請求することができない。 

４ 乙は、第２６条第７項及び第８項に規定する事由以外の事由により乙がこの契約を中

途で解除した場合、甲に生じた損害を負担するものとする。 

５ 甲は、第２６条第７項及び第８項の規定により契約が解除されたときは、乙にその損

害賠償を請求することができない。 

６ 甲は、第２６条第１項及び第２項に規定する事由以外の事由により甲がこの契約を中

途で解除した場合、又は第２６条第７項の規定により契約が解除された場合において、

乙に生じた損害を負担するものとする。ただし、同条第８項に該当する場合は、乙に生

じた損害の負担について甲と乙とで協議するものとし、第３５条の規定に該当する場合

は、その定めるところによる。 

（第三者への賠償） 

第２９条 開催業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を及ぼ

したときは、乙がその損害を賠償しなければならない。 

２ 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した

場合は、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償すること

ができるものとする。 

３ 乙は、甲の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した

場合は、甲に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償すること

ができるものとする。 

４ 前３項の場合その他開催業務にあたって、第三者との間に紛争が生じた場合は、甲乙

協力してその処理解決にあたるものとする。 

（談合等の不正行為に係る損害の賠償） 

第３０条 この契約に関し、乙（共同企業体の場合にあっては、その構成員）が、次の各

号のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、年次契約書に定める概算委

託料の１０分の２に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければな

らない。契約を履行した後も同様とする。 

（１）この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年   

  法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は乙が構成事  



  業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正 

  取引委員会が乙に対し、独占禁止法第７条の２第１項又は第８条の３の規定に基づく 

  課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき 

  （確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第２項の規定により取り消された場合を 

  含む。） 

（２）納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（こ  

  れらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体（以下「乙等」という。）に対し 

  て行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われて 

  いないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 

  次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）において、この契約に関し、独 

  占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があ 

  ったとされたとき。 

（３）納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規  

  定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分 

  野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件につい 

  て、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命 

  令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札 

  （見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するもの 

  であるとき。 

（４）この契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。）の 

  独占禁止法第８９条第１項に規定する刑が確定したとき。 

（５）この契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。）の

刑法（明治 40 年法律第 45 号）第９６条の６に規定する刑が確定したとき。 

２ 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、甲がその

超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。 

３ 乙が前２項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経

過した日から支払をした日までの日数に応じ、年次契約書で定める違約金率の割合で計

算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 

（大宮双輪場を休止する場合の対応） 

第３１条 甲の都合により、大宮双輪場が休止または一部施設を閉鎖するなど、本場開催

業務の一部又は全部が実施できなくなった場合は、原則として可能な限り西武園競輪場

で代替するものとし、代替開催に伴う西武レクリエーション株式会社に対して支払う場

使用料の増加分は埼玉県が負担することを原則に第９条に定める協議を行うものとする。

その際、代替開催に伴って減少した埼玉県都市公園条例（昭和３６年条例３８号）に規

定する場使用料分は控除するものとする。 

２ 前項の場合における場外開催の取扱いは甲乙協議の上、別途定めることとする。 

（非常事態時の対応） 

第３２条 乙は競走場において、災害、騒擾、事故、犯罪等の非常事態の発生が予想され

るとき又は発生したときは、直ちに甲に報告し、必要な措置を講じなければならない。

ただし、緊急を要する場合においては、利用者の安全確保に関する措置及び公金、施設

等の保全を優先して講じた後、速やかに甲に報告するものとする。 



２ 前項の規定により、措置を講じた場合において、当該措置に要した費用については、

甲と乙とで協議して定める。 

３ 乙は、あらかじめ甲と協議した上で、緊急時のマニュアル及び緊急連絡網（以下「危

機管理マニュアル」という。）の作成等を行い、緊急時に対応できる体制をとらなければ

ならない。 

４ 乙は、危機管理マニュアルを作成したときは、甲に直ちに届け出るものとする。また、

変更があった場合も同様とする。 

５ 乙は、少なくとも年一回、危機管理マニュアルに基づいた緊急時の対応訓練（以下「訓

練」という。）を実施しなければならない。なお、この訓練には甲及び関係機関が参加す

るものとし、この訓練にかかる費用については、原則として乙の負担とする。 

（苦情処理） 

第３３条 乙は、入場者から苦情が出た場合は、適切な対応を行い、当該苦情の円滑かつ

円満な解決に努めなければならない。 

（環境への配慮） 

第３４条 乙は、開催業務の執行に当たり、次のとおり環境への配慮に留意するものとす

る。 

（１）電気、ガス、水等の使用量削減に向けた取組を進め、省エネルギーの徹底と二酸化

炭素などの温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生を抑制し、リサ

イクルの推進や適正処理を図ること。 

（２）資源採取から廃棄に至るまでの物品等のライフサイクル全体について、環境負荷の

低減に配慮した物品等の調達に努めること。 

（障害者雇用等への配慮） 

第３５条 乙は、開催業務の執行に当たり、次のとおり障害者の雇用等に最大限の配慮を

行うものとする。 

（１）県内に在住する障害者の雇用拡大に努めること。 

（２）物品の調達等に当たっては、県内障害者就労施設等からの調達に努めること。 

（カスタマーハラスメント防止への配慮） 

第３６条 乙は、開催業務の執行に当たり、次のとおりカスタマーハラスメントの防止に

配慮を行うものとする。 

（１）相談体制の整備など就業者の業務の管理上必要な措置に努めること。 

（２）カスタマーハラスメント防止への取組姿勢を示す基本方針の作成・公表に努めるこ

と。 

（開催業務の引継ぎ） 

第３７条 乙は、委託期間満了のとき及び第２６条の規定により契約が解除されたときは、

速やかに開催業務を整理し、甲又は甲が指定する第三者に引き継ぐものとする。 

（損害賠償請求の不発生） 

第３８条 法改正により、競輪事業が廃止された場合において、乙の被った損害について

は、乙は甲に対し、一切の損害賠償の請求は行わないものとする。 

（準備期間） 

第３９条 乙は、この契約締結日から令和９年３月３１日までの間に、この契約の準備事

務として次の事務を行う。 



（１）投票機器の配置体制整備・投票関連システムの構築整備 

（２）映像機器類の配置体制整備 

（３）必要な人員の確保及び研修の実施 

（４）開催業務にかかる甲からの事務引継ぎ 

（５）その他、甲と乙とで協議の上で決定した事項 

２ 前項の事務については、甲は委託料を支払わない。 

（協議） 

第４０条 この基本契約書に定める事項に変更の必要が生じたときは、甲と乙とで協議の

上、書面によりこれを定めるものとする。 

２ この基本契約書に定める事項に疑義が生じたとき、又は定めのない事項については、

年次契約書に定めるもののほか、甲と乙とで協議の上、書面によりこれを定めるものと

する。 

３ 前２項に規定する書面によらない合意は、無効とする。 

（情報通信の技術を利用する方法）  

第４１条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている通知等

は、関係法令に違反しない限りにおいて、電磁的記録を用いて行うことができる。 

 

 

 

 この契約の成立の証として本書の電磁的記録を作成し、当事者が合意の後、押印に代わ

る電磁的処理を施し、各自その電磁的記録を保管する。 

 

 令和８年  月  日 

 

                  埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号 

甲 埼玉県 

  

                  埼玉県知事    大 野 元 裕 

 

 

                   

                乙  



別表１

１ 本場開催における勝者投票券の発売金額

（甲を施行者とする場外開催時の勝者投票券の発売金額を含む）

２

３ 場外開催における委託料収入

４ 消費税還付金

５ 払戻金及び返還金の時効収入

６ その他甲と乙との協議によるもの

※　別表１には以下の項目を計上することができない。

　　　・繰越金

　　　・拾得物収入

　　　・預金利子

この表における次の各号に掲げる用語の意義は、その各号に定めるところによる。

・ 本場開催   　

・ 場外開催   　

自転車競技法（昭和23年法律第209号）の規定に基づき、委託期間において甲
が開催する自転車競走をいう。

自転車競技法の規定に基づき、委託期間において甲が業務の委託を受けた甲以
外の自転車競走施行者が開催する自転車競走をいう。

本場開催における指定席料等及び場外開催における指定席料等の徴収金額

備考



別表２

１ 自転車競技法に規定する払戻金及び返還金の確定金額

２ 自転車競技法に規定する公益財団法人ＪＫＡへの交付金

３ 地方財政法(昭和23年法律第109号)に規定する地方公共団体金融機構への納付金

４ 開催業務に係る消費税及び地方消費税の納付金額

５ 本場開催に係る臨時場外車券売場に関する委託料及び負担金

６ 選手に支給する費用

７ 公益財団法人ＪＫＡに支払う委託料

８

９ 埼玉県都市公園条例（昭和３６年条例３８号）に規定する場使用料

１０西武レクリエーション株式会社に対して支払う場使用料

１１

１２公益社団法人全国競輪施行者協議会負担金

１３補償補填費

１４助成金・交付金等のうち、甲と乙との協議によるもの

１５銀行振込手数料

１６現金動産保険料

１７国有財産無償貸付契約に基づく貸付料

１８次に掲げる項目の合計額として、本基本契約書第７条第２項により決定された額

(1) 甲の職員人件費

(2) 甲の職員旅費

(3) 甲の事務所運営費

１９その他甲と乙との協議によるもの

※　別表２には以下の項目を計上することができない。

　　　・繰出金

１ この表における次の各号に掲げる用語の意義は、その各号に定めるところによる。

・ 選  手  本場開催に出場する選手をいう。

２ 前項に定めるほか、この表において使用する用語は、別表１において使用する用語

   の例による。

３ この表に掲げる費用には、原則として当該項目にかかる消費税及び地方消費税を含

　 むものとする。

４ 項目４「開催業務に係る消費税及び地方消費税の納付金額」については、消費税法

　 改正により税率が変更する場合、その取扱いについては、甲及び乙の協議により

公益社団法人全国競輪施行者協議会に支払う委託料

　　定めることとする。

公益財団法人ＪＫＡに対して支払う2022/2028ＶＩＳ利用料等

備考

※　天災や感染症など甲の責めによらない事象によって本表に記載のない本場開催
に係る経費が発生した場合は、原則として別表２に含めるものとする。



別表３

１ 施行者収益相当額

この表における次に掲げる用語の意義は、その各号に定めるところによる。

・ 施行者収益相当額    第１０条に定める乙が甲の収益として確保する額をいう。

備考



                 

別 記 

 

個人情報取扱特記事項 

 

乙が委託業務を通じて取得する個人に関する情報（以下「個人情報」という。）の取扱い

については、この特記事項によらなければならない。 

 

（利用目的の特定） 

第１ 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、委託業務の遂行に必要な範囲内において、

その利用の目的（以下「利用目的」という。）をできる限り特定しなければならない。 

（利用目的による制限） 

第２ 乙は、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 

（適正な取得） 

第３ 乙は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 

（正確性の確保） 

第４ 乙は、利用目的の達成に必要な範囲内で、その取り扱う個人情報を過去又は現在の

事実と合致するよう努めなければならない。 

（安全管理措置） 

第５ 乙は、個人情報の管理責任者、従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の漏えい、

滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理に関する定めを作成するなど必要かつ

適切な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、前項の規定により定めを作成するなど必要かつ適切な措置を講じたときは、甲

に対し、その内容を報告しなければならない。 

３ 甲は、個人情報の安全管理が図られるよう、乙に対して必要かつ適切な監督を行う。 

（取扱状況の報告等） 

第６ 乙は、あらかじめ甲の承認を得た場合を除き、甲、乙協議の上定める期間、方法、

内容等で乙が取り扱う個人情報の取扱状況を書面により甲に報告しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が取り扱う個人情報の取扱状況、管理状況、従事

者の管理体制及び実施体制について、必要に応じ報告を求め、実地に調査することがで

きる。 

３ 甲は、乙に対し、前２項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をす

ることができる。 

（従事者の監督） 

第７ 乙は、本件業務に従事している者（以下「従事者」という。）に対し、個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）第６６条、第６７

条、第１７６条及び第１８０条の規定の内容を周知し、従事者から誓約書（別記様式）

の提出を受けなければならない。 

２ 乙は、前項の規定により従事者から誓約書の提出を受けたときは、甲に対し、その写し

を提出しなければならない。 

３ 乙は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第５によ

り講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他の必要かつ適切な監督を行わ



なければならない。 

（利用及び提供の制限） 

第８ 乙は、甲の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を委託業務以外の目的の

ために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。委託業務を行わなくなった後に

おいても、同様とする。 

（個人情報の提供を受ける者に対する措置要求） 

第９ 乙は、第８に基づき、その取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、甲

と協議の上、必要があると認めるときは、その取り扱う個人情報の提供を受ける者に対

し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制

限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を

講ずることを求めなければならない。 

（複製等の禁止） 

第10 乙は、その取り扱う個人情報の複製、送信、個人情報が記録されている媒体の外部

への送付又は持ち出しその他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を

してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けたときは、この限りでない。 

（資料等の引渡し等） 

第11 乙は、委託業務を行わなくなった場合には、その取り扱う個人情報が記録された資

料等（電磁的記録を含む。以下「引き渡し対象資料等」という。）を速やかに甲又は甲の

指定する者に引き渡さなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示

に従うものとする。 

２ 前項に定める場合のほか、乙は、甲の承認を受けたときは、甲立会いの下に、引き渡

し対象資料等を廃棄することができる。 

３ 前２項の規定は、乙が委託業務を行う上で不要となった引き渡し対象資料等について

準用する。 

（安全確保上の問題への対応） 

第12 乙は、本件業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直

ちにその旨を甲に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。 

２ 乙は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に

係る事態である場合には、直ちに甲に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告

し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する甲の指示に従わなければな

らない。 

３ 乙は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案

に係る本人への対応（本人に対する適宜の手段による通知を含む。）等の措置を甲と協力

して講じなければならない。 

（苦情処理） 

第13 乙は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならな

い。 

２ 乙は、苦情を受けたときは、直ちに甲に報告しなければならない。 

（損害のために生じた経費の負担） 

第14 委託業務の実施に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害（第三者に及ぼした

損害を含む。）のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲



の責めに帰する事由による場合は、その損害のために生じた経費は、甲が負担するもの

とする。 

（再委託の禁止等） 

第15 乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 乙は、前項ただし書の規定により、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は

請け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又は請け負

った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対して次に

掲げる事項を行わなければならない。 

（１）法第６６条、第６７条、第１７６条及び第１８０条の適用を受けることの説明をす

ること 

（２）個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じさせること 

（３）個人情報の取扱状況、管理状況、従事者の管理体制及び実施体制について必要かつ

適切な監督をすること 

３ 乙が本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当

該第三者の行為は、乙自らの行為とみなし、これに対しては、乙が当該第三者のすべて

の行為及びその結果についての責任を負うものとする。 

 

※ 第７でいう「従事者」とは、乙の組織内において、乙の指揮命令系統に属し、委託業

務に従事している者すべてが含まれる。いわゆる正規職員・社員等に限られず、また、

乙と雇用関係にあることは要件ではない。すなわち、いわゆるアルバイトや派遣労働者、

法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。）の代表者又は法人

若しくは人の代理人も含まれる。 

 

 



（別記様式） 

 

誓  約  書 

 

 私は、本件業務（埼玉県自転車競技開催業務委託）に従事するに当たり、その業務を通

じて取り扱う個人情報に関し、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

第６６条（安全管理措置）、第６７条（従事者の義務）、第１７６条及び第１８０条（罰

則）の規定の内容について、下記の者から説明を受けました。 

 私は、本件業務に従事している間及び従事しなくなった後において、その業務を通じて

取り扱う個人情報について、個人情報の保護に関する法律等の関係法令が適用されること

を自覚し、本件業務の従事者として誠実に職務を行うことを誓います。 

 

記 

    説明した者   

埼玉県自転車競技開催業務委託の受託者 

法 人 名 ●● 

  代表者名 ●● 

 

令和 年 月 日 

 

 

氏  名  

 

                   


